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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】　方形状の底面板の左右両側部位に、外側

面板と内側面板と上面板からなる内外二重壁構造の側壁

部を、内外側面板間に緩衝空間を保持して立上がる起立

状態と、偏平な倒伏状態とに変形自在に形成し、

前記底面板の中央部位には、緩衝空間を介して底面板上

方に位置する内底面板を設けると共に、起立倒伏自在な

前面板と後面板を前記内底面板の前後に設け、

上記内底面板と、起立状態にある前面板、後面板及び左

右の側壁部とで囲まれる部分に、被梱包物の嵌合用凹部

を形成する紙製緩衝体であって、

前面板と後面板の少なくとも一方に、被梱包物の側面の

突出部を収容する収容凹部を備えており、

上記前面板と後面板の少なくとも一方は、被梱包物の側

面から離間した位置で立上がる主面板と、該主面板の左

右側縁に折線を介して連設され、側壁部の内側面板へ向

けて傾斜状に延出する左右の傾斜面板を備え、主面板と

左右の傾斜面板とで囲まれた空間を上記収容凹部とし、

且つ左右の傾斜面板は被梱包物の主面板方向への摺動を

規制するストッパー面となることを特徴とする紙製緩衝

体。

【請求項２】　上記側壁部は、底面板の左右側端に折線

を介して立上がる左右の外側面板を連設し、夫々の外側

面板の上端に折線を介して内側へ折れ曲がる上面板を連

設し、夫々の上面板の内端に折線を介して下方へ折れ曲

がる内側面板を連設し、且つ夫々の内側面板の下端に折

線を介して連設した固定片を底面板に固定して形成し、

且つ夫々の外側面板の所定箇所には切線と折線からなる

切起し板を設け、該切起し板を緩衝空間内へ折り曲げて

側壁部の起立状態を維持するよう形成し、
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さらに内側面板には、前面板と後面板の起立状態を維持

する係止部を設けたことを特徴とする請求項１記載の紙

製緩衝体。

【請求項３】　紙製の第一シート基材の要所を折り曲げ

て上記底面板、外側面板、上面板、内側面板、固定片を

形成すると共に、前記固定片を底面板に貼り着けて上記

側壁部を形成する一方、

紙製の第二シート基材の要所を折り曲げて、上記内底面

板と、内底面板の四周端に折線を介して連設される前後

左右の支持板と、各支持板の外端に折線を介して連設さ

れる固定板と、前後の固定板の外端に折線を介して各々

連設される上記前面板、後面板を形成し、

前記各支持板を折線を介して下方へ折り曲げ且つ各固定

板を上記底面板又は内側面板に接着等により固定して、

内底面板が前後左右の支持面で底面板上方に支持される

組立て状態に予め形成したことを特徴とする請求項２記

載の紙製緩衝体。

【請求項４】　紙製の第一シート基材の要所を折り曲げ

て上記底面板、外側面板、上面板、内側面板、固定片を

形成すると共に、前記固定片を底面板に貼り着けて上記

側壁部を形成する一方、

紙製の第二シート基材の要所を折り曲げて、上記内底面

板と、内底面板の四周端に折線を介して連設される前後

左右の支持板と、各支持板の外端に折線を介して連設さ

れる固定板と、前後の固定板の外端に折線を介して各々

連設される上記前面板、後面板を形成し、

前記各支持板を折線を介して下方へ折り曲げ、且つ左右

の固定板を上記内側面板に設けた差込孔に差し込み固定

して、内底面板が前後左右の支持面で底面板上方に支持

される組立て状態に形成することを特徴とする請求項２

記載の紙製緩衝体。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、電気製品や精密機

器その他の各種物品を梱包する際に用いる梱包物保護用

の紙製緩衝体に関し、詳しくは、段ボールや板紙、厚紙

等の紙製板材からなるシート基材を折り曲げて組み立て

る紙製緩衝体に関する。

【０００２】

【従来の技術】旧来、化粧箱等に梱包した物品を保管時

の積み上げ荷重や運搬時の落下衝撃等から保護するため

の緩衝体として、ウレタンフォームや発泡スチロールか

らなる樹脂製緩衝体が用いられている。これら樹脂製緩

衝体は、使用後の処理に際して環境に対する悪影響が懸

念され、且つリサイクルが困難である等の理由からその

使用が制限される方向にある。

【０００３】一方、近年においては、前記樹脂製緩衝体

の代替品として、段ボール紙等の紙製板材の要所を折り

曲げ且つ接着するなどして略箱状に組み立てられ、被梱

包物の嵌合用凹部を備えると共にその嵌合用凹部の周囲

に緩衝空間を形成すべく内外二重壁構造を成す紙製緩衝

体が提案されている。この種紙製緩衝体は、上記した樹

脂製緩衝体の不具合を解消すると共に、再生古紙を原料

としこれをプレス成形してなる所謂パルプモールドや、

段ボールや古紙を多層又は積層状に巻きこれを断面Ｌ

形，Ｖ形等に成形するアングル材、コーナー材等が有す

る作製コスト上の問題点、紙粉が出るため精密機器の梱

包に不向きである等の問題点を解消し得る便利な緩衝体

として、実用に供されている。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】処で、従来の紙製緩衝

体では、上記嵌合用凹部が平面視略方形状の凹部になる

ため、被梱包物が、例えばカーオーディオのような側面

に複数の突出部（音量，音質調整用の摘み等）を有する

ものである場合の対応が困難であった。すなわちこのよ

うな場合、嵌合用凹部を前記突出部が収容可能なように

大き目に形成し、突出部と嵌合用凹部との間に形成され

る隙間に充填材を充填するなどの対応が必要であり、充

填材の作製とその充填作業のために新たな手間とコスト

がかかり、好ましくない。

【０００５】本発明はこの様な従来事情に鑑みてなされ

たもので、その目的とする処は、紙製板材からなるシー

ト基材の要所を折り曲げて組み立てられ、被梱包物の嵌

合用凹部を備えると共にその嵌合用凹部の周囲に緩衝空

間を形成すべく内外二重壁構造を成す紙製緩衝体におい

て、被梱包物が例えばカーオーディオのような側面に複

数の突出部（音量，音質調整用の摘み等）を有するもの

であっても容易に対応できる、新規な紙製緩衝体を提供

することにある。

【０００６】

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた

めに本発明の紙製緩衝体は、請求項１記載のように、方

形状の底面板の左右両側部位に、外側面板と内側面板と

上面板からなる内外二重壁構造の側壁部を、内外側面板

間に緩衝空間を保持して立上がる起立状態と、偏平な倒

伏状態とに変形自在に形成し、前記底面板の中央部位に

は、緩衝空間を介して底面板上方に位置する内底面板を

設けると共に、起立倒伏自在な前面板と後面板を前記内

底面板の前後に設け、上記内底面板と、起立状態にある

前面板、後面板及び左右の側壁部とで囲まれる部分に、

被梱包物の嵌合用凹部を形成する紙製緩衝体であって、

前面板と後面板の少なくとも一方に、被梱包物の側面の

突出部を収容する収容凹部を備えることを要旨とする。

【０００７】このように構成した場合、嵌合用凹部内に

被梱包物とその側面の突出部を収容することが出来る

が、突出部は、前面板又は後面板に設けた収容凹部内に

収容されるので、突出部と嵌合用凹部との間に充填材を

充填するなどの対応が不要になる。

【０００８】そして請求項１では、上記前面板と後面板

の少なくとも一方は、被梱包物の側面から離間した位置
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で立上がる主面板と、該主面板の左右側縁に折線を介し

て連設され、側壁部の内側面板へ向けて傾斜状に延出す

る左右の傾斜面板を備え、主面板と左右の傾斜面板とで

囲まれた空間を上記収容凹部とし、且つ左右の傾斜面板

は被梱包物の主面板方向への摺動を規制するストッパー

面となるよう構成している。

【０００９】このように構成した場合、左右の傾斜面部

が被梱包物の側面に摺接して、被梱包物が主面板方向

（収容凹部方向）へ摺動することを規制する。

【００１０】上記側壁部の具体的態様の一例として、請

求項２記載のように、上記側壁部は、底面板の左右側端

に折線を介して立上がる左右の外側面板を連設し、夫々

の外側面板の上端に折線を介して内側へ折れ曲がる上面

板を連設し、夫々の上面板の内端に折線を介して下方へ

折れ曲がる内側面板を連設し、且つ夫々の内側面板の下

端に折線を介して連設した固定片を底面板に固定して形

成し、且つ夫々の外側面板の所定箇所には切線と折線か

らなる切起し板を設け、該切起し板を緩衝空間内へ折り

曲げて側壁部の起立状態を維持するよう形成し、さらに

内側面板には、前面板と後面板の起立状態を維持する係

止部を設けて構成することがあげられる。

【００１１】このように構成した場合、切起し板を内側

へ折り曲げることで側壁部の起立状態が維持され、前面

板と後面板を内側面板に設けた係止部に係合させること

で前面板と後面板の起立状態が維持され、これにより紙

製緩衝体の組立て状態が維持される。

【００１２】本発明に係る紙製緩衝体のより具体的態様

の一例として、請求項３記載のように、紙製の第一シー

ト基材の要所を折り曲げて上記底面板、外側面板、上面

板、内側面板、固定片を形成すると共に、前記固定片を

底面板に貼り着けて上記側壁部を形成する一方、紙製の

第二シート基材の要所を折り曲げて、上記内底面板と、

内底面板の四周端に折線を介して連設される前後左右の

支持板と、各支持板の外端に折線を介して連設される固

定板と、前後の固定板の外端に折線を介して各々連設さ

れる上記前面板、後面板を形成し、前記各支持板を折線

を介して下方へ折り曲げ且つ各固定板を上記底面板又は

内側面板に接着等により固定して、内底面板が前後左右

の支持面で底面板上方に支持される組立て状態に予め形

成することがあげられる。

【００１３】このように構成した場合、内底面板が前後

左右の支持面で底面板上方に支持される組立て状態に予

め形成されているので、組立て現場においては左右の側

壁部と前面板、後面板を立ち上げると共に、切起し板を

内側へ折り曲げ、前面板と後面板を係止部に係合させれ

ば、紙製緩衝体が組立てられる。

【００１４】本発明に係る紙製緩衝体のより具体的態様

の一例として、請求項４記載のように、紙製の第一シー

ト基材の要所を折り曲げて上記底面板、外側面板、上面

板、内側面板、固定片を形成すると共に、前記固定片を

底面板に貼り着けて上記側壁部を形成する一方、紙製の

第二シート基材の要所を折り曲げて、上記内底面板と、

内底面板の四周端に折線を介して連設される前後左右の

支持板と、各支持板の外端に折線を介して連設される固

定板と、前後の固定板の外端に折線を介して各々連設さ

れる上記前面板、後面板を形成し、前記各支持板を折線

を介して下方へ折り曲げ、且つ左右の固定板を上記内側

面板に設けた差込孔に差し込み固定して、内底面板が前

後左右の支持面で底面板上方に支持される組立て状態に

形成することがあげられる。

【００１５】このように構成した場合、組立て現場にお

いては、各支持板を折線を介して下方へ折り曲げ、且つ

左右の固定板を内側面板に設けた差込孔に差し込み固定

して、内底面板が前後左右の支持面で底面板上方に支持

される組立て状態に形成した後、左右の側壁部と前面

板、後面板を立ち上げると共に、切起し板を内側へ折り

曲げ、前面板と後面板を係止部に係合させれば、紙製緩

衝体が組立てられる。

【００１６】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の例を

図面を参照して説明する。まず図１～図１３に示す第一

例を説明する。本例は請求項３に記載されるように、内

底面板が前後左右の支持面で底面板上方に支持される組

立て状態に予め形成されている紙製緩衝体Ａ（図１０参

照）の一例を表し、図１は第一シート基材ａ、図２は第

二シート基材ｂ、図３～図５は第一シート基材ａの組立

て工程、図６～図８は第二シート基材ｂの組立て工程、

図９は組立てた第一シート基材ａと第二シート基材ｂの

貼着け工程、図１０は本例の紙製緩衝体Ａの組立て前を

示す斜視図、図１１は組立て後を示す斜視図、図１２は

組立て工程を示す断面図、図１３は使用状態を示す平面

図である。

【００１７】シート基材ａ，ｂは、この種技術分野にお

いて周知な紙製板材、例えば積層段ボールからなる板紙

を所要形状に型抜きし、且つ所定複数箇所に、内側への

折線と外側への折線を設けて形成される。

【００１８】本例で用いる第一シート基材ａは、平面視

四角形状の底面板１と、この底面板１の左右側端に折線

２，２を介して連設した左右の外側面板３，３と、夫々

の外側面板３の外端に折線４を介して連設した上面板５

と、夫々の上面板５の外端に折線６を介して連設した内

側面板７と、夫々の内側面板７の外端に折線８を介して

連設した固定片９を備えている。そうして、図３～図５

に示すように、左右の外側面板３，３を折線２，２に沿

って立ち上げ、上面板５を折線４に沿って内側へ折り曲

げて底面板１と対向させ、内側面板７を折線６に沿って

下方へ折り曲げて外側面板３と対向させ、さらに各固定

片９を折線８に沿って内側へ折り曲げ且つ底面板１に接

着して、内外側面板３，７間に緩衝空間１０を保持して

立上がる起立状態（図１１参照）と、内外側面板３，７
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が折り畳まれた偏平な倒伏状態（図１０参照）とに変形

自在な側壁部１１，１１を、底面板１の左右両側部位に

形成する。

【００１９】外側面板３にはコ字形の切線１２と折線１

３で囲まれ、折線１３に沿って内側（緩衝空間１０側）

へ折り曲げ自在な切起し板１４を所要数設け、各切起し

板１４の折り曲げ先端縁には差込片１５を設ける一方、

内側面板７にはその差込片１５が差込まれて切起し板１

４の折り曲げ状態を係止する差込孔１６を形成し、各切

起し板１４を緩衝空間１０内へ折り曲げることで側壁部

１１の起立状態を維持し得るように形成する。

【００２０】内側面板７には、後述する前面板３０、後

面板３１の起立状態を維持するべく前面板３０，後面板

３１の外面に当接係合する係止部４１、４２を形成する

切り込み１７，１８を設ける。

【００２１】第二シート基材ｂは、平面視四角形状で、

起立状態にある左右の側壁部１１，１１間の底面板１上

に装填可能な大きさの内底面板２１と、この内底面板２

１の四周端に折線２２を介して連設した左右の支持板２

３，２３及び前後の支持板２４，２４と、各支持板２

３，２４の外端に折線２５を介して連設した左右の固定

板２６，２６及び前側固定板２７，後側固定板２８と、

前後の固定板２７，２８に折線２９を介して連設した前

面板３０，後面板３１を備えている。そうして、図６～

図９に示すように、前後左右の支持板２３，２４を折線

２２に沿って下方へ折り曲げ、各固定板２６，２７を折

線２５に沿って外側へ折り曲げ、さらに前面板３０と後

面板３１は折線２９に沿って起立倒伏自在とし、前後の

固定板２７，２８は底面板１に、左右の固定板２６，２

６は左右の側壁部１１，１１の内面になる左右の内側面

板７，７に、夫々接着等により固定して、緩衝空間３２

を介して底面板１上方に内底面板２１を設けると共に、

該内底面板２１の前後に、起立倒伏自在な前面板３０と

後面板３１を形成する。

【００２２】上記内底面板２１と、起立状態にある前面

板３０，後面板３１及び左右の側壁部１１で囲まれる部

分には被梱包物100の嵌合用凹部ｃが形成される。

【００２３】上記後面板３１は、被梱包物100の側面101

の突出部102を収容する収容凹部ｄを備える。後面板３

１は、被梱包物100の側面から離間した位置で立上がる

主面板３１ａと、該主面板３１ａの左右側縁に折線３１

ｂを介して連設され、側壁部１１の内側面板７へ向けて

傾斜状に延出する左右の傾斜面板３１ｃを備え、主面板

３１ａと左右の傾斜面板３１ｃとで囲まれた空間に収容

凹部ｄを形成している。左右の傾斜面板３１ｃ，３１ｃ

は被梱包物100の主面板３１ａ方向（収容凹部ｄ方向）

への摺動を規制するストッパー面となる。

【００２４】そうして本例の紙製緩衝体Ａは、図１に示

す第一シート基材ａを図３～図５に示す手順で組立て、

図２に示す第二シート基材ｂを図６～８に示す手順で組

み立て、さらに図９に示すように両者を固定して、図１

０に示すように構成される。すなわち、方形状の底面板

１の左右両側部位に、内外側面板３，７間に緩衝空間１

０を保持して立上がる起立状態と、偏平な倒伏状態とに

変形自在な内外二重壁構造の側壁部１１，１１を備え、

底面板１の中央部位には、緩衝空間３２を介して底面板

１上方に位置する内底面板２１を備え、且つ起立倒伏自

在な前面板３０と後面板３１を内底面板２１の前後に備

え、内底面板２１と、起立状態にある前面板３０，後面

板３１及び左右の側壁部１１，１１で囲まれる部分に被

梱包物100の嵌合用凹部ｃを形成すると共に、後面板３

１に、被梱包物100の側面101の突出部102を収容する収

容凹部ｄを備えた紙製緩衝体Ａとなる。

【００２５】そうして、保管、搬送時等には、図１０に

示すように、左右の側壁部１１，１１と前面板３０、後

面板３１を倒伏させてほぼ偏平な折り畳み状態とする。

【００２６】一方、組立て現場（被梱包物100の梱包現

場）においては、左右の側壁部１１，１１を立ち上げる

と共に、各切起し板１４を内側へ折り曲げて側壁部１１

の起立状態を維持し、且つ、前面板３０と後面板３１を

立ち上げると共に、前面板３０は係止部４１に、後面板

３１は係止部４２に係合させて各々起立状態を維持し、

嵌合用凹部ｃに被梱包物100を嵌合収容する。

【００２７】その際、図１３中に二点鎖線で示すよう

に、嵌合用凹部ｃ内に被梱包物100とその側面101の突出

部102を収容することが出来るが、突出部102は、後面板

３１の収容凹部ｄ内に収容されるので、突出部102と嵌

合用凹部ｃとの間に充填材等を充填するなどの対応が不

要になる。しかも左右の傾斜面部３１ｃ，３１ｃが被梱

包物100の側面101＇に摺接して、被梱包物100の主面板

３１ａ方向（収容凹部ｄ方向）への摺動を規制するスト

ッパー面として機能するので、嵌合用凹部ｃ内における

被梱包物100のガタツキを防止し、所定の緩衝機能を発

揮することが出来る。

【００２８】尚、紙製緩衝体Ａは、嵌合用凹部ｃの周囲

に、緩衝空間１０及び３２を有する内外二重壁構造を呈

し、且つ緩衝空間１０内には所要数の切起し板１４が立

上がることから、所要の緩衝機能と耐強度を備えること

は言うまでもない。

【００２９】次に、図１４～図１５に示す第二例を説明

する。この例は請求項４に記載されるように、左右の固

定板を内側面板に設けた差込孔に差し込み固定すること

で、内底面板が前後左右の支持面で底面板上方に支持さ

れる組立て状態に形成する紙製緩衝体Ａ＇の一例を表

す。尚、この例の紙製緩衝体Ａ＇は、その基本部分は図

１～図１３に示す上述の実施形態と同様の構成であり、

以下、前述の紙製緩衝体Ａと同様の構成部分については

図中に同一の符号を付す等して重複する説明と図示を省

略し、相違する構成部分のみ説明する。

【００３０】この例においては、シート基材ｂの左右の
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固定板２６，２６に、コ字形の切線４５と折線４６で囲

まれ、折線４６に沿って外側へ折り曲げ自在な差込片４

７を形成すると共に、内側面板７には、前記差込片４７

が差込まれる差込孔４８を形成し、前後左右の各固定板

２６，２７，２８を底面板１，内側面板７に接着等で固

定せず、差込孔４８に差込片４７を差込むことで、組立

て後の第二シート基材ｂを組み立て後の第一シート基材

ａに組み付けるように構成している。

【００３１】このように構成したこの例の紙製緩衝体

Ａ＇は、第一シート基材ａを図３～図５に示す手順で組

立て、第二シート基材ｂは偏平なシート状のまま、保

管、搬送に供される。そして、組立て現場（被梱包物10

0の梱包現場）において、第二シート基材ｂを図６～図

８で示すと同様な手順で組み立て、且つ差込孔４８に差

込片４７を差込んで、組立て後の第二シート基材ｂを組

み立て後の第一シート基材ａに組み付ける。

【００３２】組立て後の紙製緩衝体Ａ＇は、前述の紙製

緩衝体Ａと同様の作用、効果を奏することは言うまでも

ない。

【００３３】以上、本発明の請求項３、請求項４に係る

紙製緩衝体の実施の形態の一例を説明したが、本発明の

請求項１～２の夫々に係る紙製緩衝体はこれらに限定さ

れず、請求項１～２に記載の精神を逸脱しない範囲で、

各種の形状変更が可能であることは言うまでもない。

【００３４】

【発明の効果】本発明の紙製緩衝体は以上説明したよう

に構成したので、下記の効果を奏する。

（請求項１）

突出部と嵌合用凹部との間に充填材等を充填することな

く、前面板又は後面板に設けた収容凹部内に突出部を収

容する状態で、嵌合用凹部内に被梱包物とその側面の突

出部を収容することが出来る、新規な紙製緩衝体を提供

できる。そして、前面板又は後面板に設けた左右の傾斜

面部によって、被梱包物の主面板方向（収容凹部方向）

への摺動を規制するので、前述の効果をより実効あるも

のとし得る。

【００３５】

【００３６】（請求項２）

紙製緩衝体の組立て作業工程において、外側面板に設け

た切起し板を内側へ折り曲げると共に、前面板と後面板

を内側面板の係止部に係合させることで紙製緩衝体の組

立て状態を維持出来るので、組立て時の作業性は簡略な

ものとしながら、信頼性の高い緩衝作用を発揮する紙製

緩衝体を提供できた。

【００３７】（請求項３）

内底面板が底面板上方に支持される組立て状態に予め形

成されているので、組立て現場において、左右の側壁部

と前面板、後面板を立ち上げ、切起し板を内側へ折り曲

げ、前面板と後面板を係止部に係合させるだけの簡単な

作業で組立てることが出来る。

【００３８】（請求項４）

組立て現場において、内底面板が底面板上方に支持され

る状態に組み立てるので、組立て現場への搬入時は、第

一シート基材は左右の側壁部が倒伏する偏平状態に、第

二シート基材は展開状の偏平シート状態にある。よっ

て、組立て前の保管、搬送時において嵩張ることがな

く、保管、搬送コストの大幅な低減が期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に用いる第一シート基材の一例を示す展

開平面図。

【図２】本発明に用いる第二シート基材の一例を示す展

開平面図。

【図３】第一シート基材の組立て工程を示す斜視図。

【図４】第一シート基材の組立て工程を示す斜視図。

【図５】第一シート基材の組立て工程を示す斜視図。

【図６】第二シート基材の組立て工程を示す斜視図。

【図７】第二シート基材の組立て工程を示す斜視図。

【図８】第二シート基材の組立て工程を示す斜視図。

【図９】組立てた第一シート基材と第二シート基材の貼

り着け工程を示す斜視図。

【図１０】紙製緩衝体の組立て前の状態を示す斜視図。

【図１１】紙製緩衝体の組立て状態を示す斜視図。

【図１２】紙製緩衝体の組立て工程を示す(Ｘ)‐(Ｘ)線

に沿う断面図。

【図１３】使用状態を示す平面図。

【図１４】組立てた第一シート基材と第二シート基材の

貼り着け工程を示す斜視図。

【図１５】紙製緩衝体の組立て工程を示す縦断正面図。

【符号の説明】

Ａ、Ａ＇：紙製緩衝体

ａ：第一シート基材

ｂ：第二シート基材

ｃ：嵌合用凹部

ｄ：収容凹部

１：底面板

３：外側面板

５：上面板

７：内側面板

１０，３２：緩衝空間

１１：側壁部

１４：切起し板

２１：内底面板

２３，２４：支持板

２６，２７，２８：固定板

３０：前面板

３１：後面板

３１ａ：主面板

３１ｃ：傾斜面板

４１，４２：係止部

100：被梱包物
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102：突出部

【要約】

【課題】シート基材の要所を折り曲げて被梱包物の嵌合

用凹部とその周囲に緩衝空間を有する内外二重壁構造に

組立てられる紙製緩衝体において、被梱包物が側面に複

数の突出部を有するものであっても容易に対応可能とす

る。

【解決手段】嵌合用凹部ｃ内に被梱包物100と突出部102

を収容することが出来るが、突出部102は、後面板３１

に設けた収容凹部ｄ内に収容され、左右の傾斜面板３１

ｃが被梱包物の側面101に摺接して収容凹部ｄ方向への

摺動を規制するので、突出部102と嵌合用凹部ｃとの間

に充填材を充填する等の対応が不要になる。

【図１】

【図３】 【図４】

【図７】

【図５】

＊

＊
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【図２】 【図６】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】


